
様 令和 年 月 日

申請者　

※印は無料施設です

弥生球場 太陽の丘多目的広場

南球場 球技広場

太陽の丘野球場 球技場　　※

静山テニスコート  Ａ面　・　Ｂ面　・　Ｃ面　・　Ｄ面 青空広場　　※

太陽の丘テニスコート 陸上競技場　　※

芝生広場 太陽の丘パークゴルフ場

多目的広場

1.

2. 電話 22 ―

3. 人

4. 5 月 1 日

19 時 00 分 より 21 時 00 分 まで

6.

7. 円

8.

令和　　　　年　　　　月　　　　日

        本別町教育委員会　　　印

（許可書は当日お持ちください。ご提示いただく場合があります）

本 別 町 野 外 体 育 施 設 使 用 申 請 書

本別町教育委員会

団 体 名 本別スポーツ愛好会

代 表 者 本別　太郎

全面 全面

全面 全面

全面・本部棟 全面

住 所 本別町北２丁目

次のとおり本別町野外体育施設の使用を許可されるよう申し込みします。

記

施 設 名 使 用 内 容 施 設 名 使 用 内 容

使 用 の 目 的 サッカーの練習

使用責任者の氏名 本別　太郎 2141

集 合 予 定 人 員 20

全面

 Ａ面　・　Ｂ面　 全面

全面 団体専用

全面　（　照明　　2　　時間　）

使 用 料 金

備 考

本 別 町 野 外 体 育 施 設 使 用 許 可 書

本別町野外体育施設の使用を申請のとおり許可します。ただし、裏面注意事項に

ついて十分留意して使用してください。

使 用 の 期 間

5.
使用する設備又は

備 品

その他必要な事項



1. 教育委員会の許可を受けないで使用の目的を変更し、又は許可の条件に違反したとき。

2. 使用者が町野外体育施設管理運営条例に違反したとき。

3. 教育委員会が公益上必要があると認めたとき。

  　　　　　　　　使用後は清掃・整理・整頓してください。

　  　　　　　　　喫煙は指定された場所でお願いします。

注意事項

　 次の事項に該当するときは、許可の条件を変更し、許可を取り消し又は使用の一時的停止をすることが
あります。なお、この処置のため、使用者に損害を生じても、町はその責任を負いませんのであらかじめご
承知おきください。
　 また、使用する日の前日から起算して３日前までに使用の取消しの申し出があった場合は、使用料を返
還しますが、それ以降については納付の義務が発生します。

  　　　　　　　　ゴミは各自持ち帰り願います。

 　　　　　　　　 貴重品、携帯電話等については、各自が責任を持って管理してください。


